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(部落差別) (認識，研修) 」,「単なる

言いがかり，無理難題」(40.0％)が，最も多く
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なもの

「正当」， なもの

事態 悪化

き
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が委託して実施した

口実としては，「同 (部落差別) (認識，研修) こと

が「単なる言いがかり，無理難題」とともに最も多くなっており，き然とした

態度で対処するためにも，企業研修等を通じ，同和問題に対する理解を深める

き

 10 

ことが大切です。
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言 (部落差別)

識(認識，研修)の不足｣ 委託実施

事業所が不当な要求に屈してし

た先入観や，一種の「引け目」

 29 



し

 30 



よ

き

き

30 0 0

２日～ も40 0

ってい き

して断

むし 組 す

い」
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令和４ ６ ７ ６８

の四

の二

　第五章の二　訪問購入 （第五十八条の四―第五十八条の十七）

　第五章の三　差止請求権 （第五十八条の十八―第五十八条の二十六）　 

の三

六

， 並び

に訪問購入に係る取引

とのある損害の防止を

等の流通及び役務の提 寄

与することを目的とす  
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1 ， 2 及び第４項

及び第五十八条の二十第一項 販売業者

又は役務提供業者が，電話

その電話において行う売買

特定
勧誘顧客と当

該役務提供契約を郵便

つ

特定 又は

滞なく，

主務 容を記載した

の申込みを受

この限りでな

種類
　二　商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 

三

四

五

（第二十六条第二項，第四項又は第五項の規定の
摘要がある場合にあつては，当該各項の規定に関する事項 を含む。） 

六 主務

主務 条各

五 に関 
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す する

特定 売買

郵便等に

特定 務につき

の売買契

特定権利を

特定 は役務の対価

主務 ろにより，前条第一号

及び 二 並びに 五 契約

主務 者又は役

特定 役務につき

くは当該

代金又は

る場合に

買契約又

金又は当

主務 令で定めると

前にその申込

いる場合には，

主務 り通知しなければな

役務の対価の全部又

当該権利を移転し，又

主務

 34 



（第二十六条第二項，第四項又は第五項の規定の適
用がある場合にあつては，当該各項の規定に関する事項 。 を含む ）

　 つき不実のことを

きは，当該販売業

事項の裏付けとな

場合において，当

きは，次条第一項

該役務提供

のとみなす。

等

当該違反又は当

該行為の是正のための措置，購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図
るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

又 るに

当該売買契約又は当該 に関する事項であつて，電話勧誘顧

客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの から

　電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨
　　げるため，当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって，電話勧
　　誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすことと
　　なる重要なものにつき，故意に事実を告げないこと。 
　四　（略）
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　五　前各号に掲げるもののほか，電話勧誘販売に関する行為であつて，電話勧誘
　　販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するお
　　それがあるものとして主務省令で定めるもの。
２　主務大臣は，前項の規定による指示をしたときは，その旨を公表しなければな
　らない。 
 

販売業者等に対する

第一項

て電話

益が著

事業者 項

業者に 二

を停止 この場合において，主務大臣は，その
販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては，その者に対して，当
該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて，当該停止を命ずる範囲の業務を営む
法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。 

　主務大臣は，前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において，当該販
　売業者又は当該役務提供事業者が個人であり，かつ，その特定関係法人において，
　当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行っていると認められるときは，当
　該販売事業者又は当該役務提供事業者に対して，当該停止を命ずる期間と同一の
　期間を定めて，その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきこと
　を命ずることができる。 
３ 二

な

　販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客
　から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提
　供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売
　業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは
　特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等に
　より締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この
　条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。）は，書面又は電磁的
　記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約
　若しくは役務提供契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等という。）
　を行うことができる。ただし，申込者等が第十九条の書面を受領した日（その日
　前に第十八条の書面を受領した場合にあつては，その書面を受領した日）から起
　算して八日を経過した場合（申込者等が，販売業者若しくは役務提供事業者が第
　二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のこと
　を告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、
　又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したこ
　とにより困惑し，これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行
　わなかつた場合には，当該申込者等が，当該販売業者又は当該役務提供事業者が
　主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供事業者の申込みの
　撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して
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八日を経過した場合）においては，この限りでない。

又は電磁的記録による通知

を発した時に，その効力を

販売業者又は役務 商品若しくは特定権利 契約又は役務提

供 売買契約 引き

渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使 又は当該役務提供契約に基

づき役務が提供されたときにおいても 申込者等に対し，当該商品の使用により

得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当

該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求する

特定

特定

特定

三

行

つ 若

を

三 五
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るときにおいても，次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対 

第二条第一項から第三項までに規定する売買

契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは とし

又は購入者若しくは を受ける者が営業のために若し
くは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供 

（ ） 務

（ ） 条

　（第六号以下　略）
（第２項から第６項まで略） 
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７　第十八条，第十九条及び第二十一条から前条までの規定は，次の電話勧誘販売
　については，適用しない。
　

特定 利若

郵便等に

締結する

利益を損な

する電話勧

8

　販売業者は，売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをし
　た者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者（以下この項において「申
　込者等」という。）以外の者に対して売買契約の申込みをし，かつ，その申込み
　に係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の
　商品につき売買契約の申込みをし，かつ，その申込みに係る商品を送付した場合
　には，その送付した商品の返還を請求することができない。 
２　前項の規定は，その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結
　することとなる売買契約の申込みについては，適用しない。 
第五十九条の二　販売業者は，売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を

送付した場合には，その商品の返還を請求することができない。

場合に 当該違反行為をした者は，三

年以下の懲役又は三百万円以下

第十三条の二， ，第四十四条，第五十二条

又は 八 の十 とき。

　第十二条の六第一項の規定に違反して，表示をせず，又は不実の表示をした
　　とき。 
　三　第八条第一項若しくは第二項，第八条の二第一項若しくは第二項，第十五条
　　第一項から第三項まで，第十五条の二第一項若しくは第二項，第二十三条第一
　　項若しくは第二項，第二十三条の二第一項若しくは第二項，第三十九条第一項
　　から第五項まで，第三十九条の二第一項から第四項まで，第四十七条第一項若
　　しくは第二項，第四十七条の二第一項若しくは第二項，第五十七条第一項から
　　第三項まで、第五十七条の二第一項若しくは第二項，第五十八条の十三第一項
　　若しくは第二項又は第五十八条の十三の二第一項若しくは第二項の規定による
　　命令に違反したとき。
 

一 　次の各号のいずれかに該当する場合には，当該違反行為をした者は，
六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し 又はこれを併科

　第四条，第五条，第十八条，第十九条，第三十七条，第四十二条，第五十五
　　 十八 の七又は 五 の八の規定に違反して，書面を交付せず，

くは虚偽の記載
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のある書面を交付したとき。

二　第七条第一項，第十四条第一項若しくは第二項，第二十二条第一項，第三十
　　八条第一項から第四項まで，第四十六条第一項，第五十六条第一項若しくは第
　　第二項又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。
　三　第六十六条第一項（同条第六項において準用する場合を含む。以下この号に
　　おいて同じ。）の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，若しくは
　　同条第一項の規定による物件を提出せず，若しくは虚偽の物件を提出し，又は
　　同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは同項の規定に
　　よる質問に対し陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。
　四　第六十六条第二項（同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以
　　下この号において同じ。）の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，
　　若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず，若しくは虚偽の資料を提出
　　し，又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは同項
　　の規定による質問に対し陳述せず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二 　次の各号のいずれかに該当する場合には，当該違反行為をした者は，
　百万円以下の罰金に処する。
　一　第十二条，第三十六条，第四十三条又は第五十四条の規定に違反して，著し
　　く事実に相違する表示をし，又は実際のものよりも著しく優良であり，若しく
　　は有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
　二　第十二条の三第一項若しくは第二項（第十二条の四第二項において準用する
　　場合を含む。），第十二条の四第一項，第三十六条の三第一項若しくは第二項
　　（第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。），第三十六条の四第
　　一項，第五十四条の三第一項若しくは第二項（第五十四条の四第二項において
　　準用する場合を含む。）又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。
　三　第十二条の三第三項（第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合
　　　を含む。）第三十六条の三第三項，（第三十六条の四第二項において読み替え
　　　て準用する場合を含む。）又は第五十四条の三第三項（第五十四条の四第二項
　　　において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に違反して，記録を作成せ
　　　ず，若しくは虚偽の記録を作成し，又は記録を保存しなかつたとき。
　四　第十二条の六第二項の規定に違反して，同項各号に掲げる表示をしたとき。
　五　第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつたとき。
　六　第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。
　七　第四十五条第一項の規定に違反して，同項に定める書類を備え置かず，又は 
　　これに不正の記録をしたとき。
　八　第四十五条第二項の規定に違反して，正当な理由がないのに，書類の閲覧又
　　は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。 
２　前項第二号の罪を犯した者が，その提供した電子メール広告において，第十一
　条，第十二条の三第四項（第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合　 
　を含む。），第三十五条，第三十六条の三第四項（第三十六条の四第二項におい
て読み替えて準用する場合を含む。），第五十三条若しくは第五十四条の三第四　
項（第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に
違反して表示しなかつたとき，又は第十二条，第三十六条若しくは第五十四条の
規定に違反して著しく事実に相違する表示をし，若しくは実際のものよりも著し
く優良であり，若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは，
一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。
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第七十三条　次の各号のいずれかに該当する場合には，当該違反行為をした者は，
　三十万円以下の罰金に処する。
　一　第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して，その名称又は商
　　号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのあ
　　る文字を用いたとき。 
　二　第六十六条第三項（同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。）
　　の規定による検査を拒み，妨げ，又は忌避したとき。
　三　第六十六条第四項（同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以
　　下この号において同じ。）の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，

又は同条第四項の規定による資料を提出せず，若しくは虚偽の資料を提出した
とき。

　四 第六十六条第五項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は

同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避したとき。

 
七十四 　法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人，使用人そ

　の他の従業員が，その法人又は人の業務に関し，次の各号に掲げる規定の違反行
　為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人に対して当該各号に定める罰金
　刑を，その人に対して各本条の罰金刑を科する。
　一　第七十条第三号　三億円以下の罰金刑
　二　第七十条第一号及び第二号　一億円以下の罰金刑 
　三　前三条　各本条の罰金刑　　 
２　人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には，その代表
　者又は管理人が，その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほ 
　か，法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用す

る。
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